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電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
の
一
部
改
正

一

事
業
者
は
、
放
射
線
業
務
従
事
者
の
眼
の
水
晶
体
に
受
け
る
等
価
線
量
が
、
五
年
間
に
つ
き
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
及
び

一
年
間
に
つ
き
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

放
射
線
業
務
従
事
者
、
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
及
び
管
理
区
域
に
一
時
的
に
立
ち
入
る
労
働
者
の
管
理
区
域
内

に
お
い
て
受
け
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
の
測
定
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
、
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量

及
び
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の
う
ち
、
実
効
線
量
及
び
等
価
線
量
の
別
に
応
じ
て
、
放
射
線
の
種
類
及
び
そ

の
有
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
値
に
基
づ
き
、
当
該
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
を
算
定
す
る
た
め
に
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の

に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

事
業
者
は
、
放
射
線
業
務
従
事
者
の
眼
の
水
晶
体
に
受
け
た
等
価
線
量
に
あ
っ
て
は
、
三
月
ご
と
、
一
年
ご
と
及
び
五

年
ご
と
の
合
計
を
、
遅
滞
な
く
算
定
し
、
こ
れ
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。

四

様
式
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。



第
二

施
行
期
日
等

一

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二

事
業
者
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
放
射
線
業
務
従
事
者
の
う
ち
、
遮
蔽
そ

の
他
の
適
切
な
放
射
線
防
護
措
置
を
講
じ
て
も
な
お
眼
の
水
晶
体
に
受
け
る
等
価
線
量
が
五
年
間
に
つ
き
百
ミ
リ
シ
ー
ベ

ル
ト
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
医
師
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
う
診
療
に
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
必
要
と
し
、
か
つ
、

そ
の
た
め
に
後
任
者
を
容
易
に
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
（
以
下
「
経
過
措
置
対
象
医
師
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、

第
一
の
適
用
は
、
そ
の
眼
の
水
晶
体
に
受
け
る
等
価
線
量
が
、
一
年
間
に
つ
き
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

事
業
者
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
経
過
措
置
対
象
医
師
に
つ
い
て
、
第
一

の
適
用
は
、
そ
の
眼
の
水
晶
体
に
受
け
る
等
価
線
量
が
、
三
年
間
に
つ
き
六
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
及
び
一
年
間
に
つ
き
五

十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。


